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まち・ひと・しごと創生本部事務局



地
方
創
生
の
深
化
の
た
め
の
新
型
交
付
金
の
創
設
等
に
つ
い
て
 

 

平
成

2
7
年

８
月

４
日

 

ま
ち
・

ひ
と
・

し
ご
と
創
生

本
部
決
定
 

 

地
方
創
生
は
、
平
成

2
7
年
度
中
に
「
地
方
版
総
合
戦
略
」
が
策
定
さ
れ
、
平
成

2
8
年
度
よ
り

具

体
的
な
事
業
を
本
格
的
に
推
進
す
る
段
階
に
入
る
こ
と
と
な
る
。
 

こ
れ
を
受
け
て
、
国
の
総
合
戦
略
に
盛

り
込
ま
れ
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
よ
り
一
層
拡
充
・
強
化

し
、
国
に
よ
る
多
様
な
支
援
（
情
報
支
援
、
人
的
支
援
、
財
政
支
援
）
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地

方
創
生
を
深
化
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

2
0
1
5
」
（
平
成

2
7
年
６
月

3
0
日
閣
議
決
定

）

及
び
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基
本
方
針

2
0
1
5
」
（
平
成

2
7
年
６
月

3
0
日
閣
議
決
定
）
に

基

づ
き
、
以
下
の
統
一
的
な
方
針
に
沿
っ
て
、
「
新
型
交
付
金
」
の
創
設
等
に
取
り
組
む
。
 

 １
．
新

型
交
付

金
の

創
設
 

（
１
）
新
型

交
付
金
は
、
従
来
の
「
縦
割
り
」
事
業
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
課
題
に
取
り
組

む

地
方
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
自
主
的
・
主
体
的
な
事
業
設
計
に
合

わ

せ
て
、
具
体
的
な
成
果
目
標
と

P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
の
確
立
の
下
、
官
民
協
働
や
地
域
間
連
携

の

促
進
、
地
方
創
生
の
事
業
推
進
主
体
の
形
成
、
中
核
的
人
材
の
確
保
・
育
成
等
の
観
点
で
先
駆

性
の
あ
る
取
組
や
、
地
方
自
ら
が
既
存
事
業
の
隘
路
を
発
見
し
打
開
す
る
取
組
（
政
策
間
連
携
）
、

先
駆
的
・
優
良
事
例
の
横
展
開
を
積
極
的
に
支
援
す
る
。
な
お
、
公
共
事
業
関
係
費
及
び
施

設

整
備
費
の
う
ち
、
地
方
創
生
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
対
象
と
す
る
。
 

 （
２
）
新
型
交
付
金
に
係
る
平
成

2
8
年
度
予
算
の
要
求
・
要
望
は
、
地
方
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま

え
、
予
算
額
で

1
,
0
0
0
億
円
を
超
え
る
規
模
（
事
業
費
で

2
,
0
0
0
億
円
を
超
え
る
規
模
）
の

も

の
と
す
る
。
 

 
 
 
そ
の
財
源
は
、「
平
成

2
8
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
」

（
平
成

2
7
年
７
月

2
4
日
閣
議
了
解
。
以
下
「
シ
ー
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
以
下

の
通
り
、
関
係
府
省
が
連
携
し
、
地
方
創
生
関
連
の
事
業
に
予
算
要
求
を
重
点
化
す
る
中
で
確

保
す
る
。
 

 
 
 
一
．
 
内
閣
府
に
お
い
て
、
所
管
の
地
域
再
生
戦
略
交
付
金
及
び
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付

金
を
再
編
し
、
5
8
0
億
円
程
度
の
要
求
及
び
要
望
を
行
う
。
 

 
 
 
二
．
 
平
成

2
7
年
度
予
算
に
お
い
て
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
関
連
事
業
の
た
め
の
予

算
（
以
下
「
地
方
創
生
関
連

予
算
」
と
い
う
。
）
を
計
上
し
て
い
る
関
係
府
省
は
、
一
般

会
計
に
お
け
る
地
方
創
生
関

連
予
算
以
外
の
裁
量
的
経
費
に
つ
い
て
合
理
化
・
効
率
化

を
行
い
、
地
方
創
生
関
連
予

算
に
重
点
化
す
る
中
で
、「

新
型
交
付
金
」
の
た
め

の
要
求

及
び
要
望
を
行
う
。
具
体
的

に
は
、
関
係
府
省
は
、
平
成

2
8
年
度
に
お
け
る
地
方
創

生
関
連
予
算
に
つ
い
て
、
平
成

2
7
年
度
の
地
方
創
生
関
連
予
算
基
礎
額

1に
お
け
る

関

係
府
省
の
計
上
額
に
応
じ
、
地
方
創
生
関
連
予
算
に
重
点
化
す
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
に
要
求
及
び
要
望
を
行
い
、
総
額

5
0
0
億
円
程
度
を
確
保
す
る
。
 

                                                   
1 
一
般
会
計
に
お

け
る
地
方
創
生
関
連
予
算
か
ら
、
地
域
再
生
戦
略
交
付
金
、
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
、
沖
縄
関
係
経
費
（
沖

縄
一
括
交
付
金
、
北
部
振
興
事
業
、
沖
縄
教
育
振
興
事
業
、
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用
の
推
進
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学

）、
義

務
的
経
費
（
シ
ー
リ
ン
グ
に
お
け
る
取
扱
に
準
ず
る

。）
を
除
い
た
も
の
。
 



①
地
方
創
生
関
連
予
算
に
つ
い
て
、
地
方
創
生
関
連
予
算
基
礎
額
に
係
る
要
求
上

限

額
2に

、
そ
の
９
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
以
上
の
額
を
要
求
し

、

地
方
創
生
関
連
予
算
基
礎
額
に
係
る
要
望
上
限
額

3に
、
そ
の
９
分
の
１
に
相

当

す
る
額
を
加
算
し
た
額
以
上
の
額
を
要
望
。

 
 
②
①
の
う
ち
、
新
型
交
付
金
と
し
て
、
要
求
に
係
る
上
記
加
算
額
以
上
の
額
を
要
求

し
、
要
望
に
係
る
上
記
加
算
額
以
上
の
額
を
要
望

4。
 

 
 
新
型
交
付
金
に
係
る
要
求
及
び
要
望
（
上
記
一
．
及
び
二
．
②
）
は
関
係
府
省
に
お
い
て

行

い
、
平
成

2
8
年
度
予
算
編
成
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
総
額
を
内
閣
府
に
計
上
す
る
。
 

（
３
）
政
府
に
お
け
る
新
型
交
付
金
の
交

付
対
象
と
す
る
個
別
事
業
の
選
定
・
検
証
や
先
駆
的
・
優

良
事
例
の
提
案
等
に
つ
い
て
は
、
関

係
各
省
庁
の
参
画
を
得
な
が
ら
内
閣
府
に
お
い
て
対
応
す

る
。
 

２
．
地

方
創
生

関
連

補
助
金

等
の

見
直
し

 

 
地
方
創
生
関
連
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
適
切
な

K
P
I
や

P
D
C
A
サ
イ
ク

ル
の
整
備
、
手
続
の

ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
化
等
に
よ
る
「
縦
割
り
」
の
弊
害
防
止

等
の
見
直
し
を
行
う
。
こ
の
た
め
、
平
成

2
8
年

度
予
算
の
概
算
要
求
に
当
た
り
、
下
記
に
つ
い
て
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
事
務
局
が
関
係

府
省
と
協
力
し
て
進
め
る
。
 

①
「
総
合
戦
略
」
に
掲
げ
ら
れ
た
基
本
目
標
達
成
に
向
け
て
適
切
な

K
P
I
や

P
D
C
A
サ
イ
ク

ル

を
整
備

②
類
似
の
目
標
や
目
的
を
掲
げ
る
事
業
を
可
能
な
限
り
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化

こ
れ
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
の
使
い
勝
手
を
改
善
す
る
こ
と
が
重

要

で
あ
る
。
 

 
な
お
、
関
係
府
省
の
個
別
事
業
に
つ
い
て
は
、
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
自

己

点
検
及
び
外
部
有
識
者
に
よ
る
点
検
・
検

証
が
行
わ

れ
る
。
地
方
創
生
関
連
補
助
金
等
の
見
直
し
は

、

こ
の
プ
ロ
セ
ス
と
連
携
し
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
事
務
局
が
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務

局
と
協
働
す
る
形
で
進
め
る
。
 

３
．
地

方
創
生

予
算

全
体
の

確
保

 

国
に
よ
る
財
政
支
援
と
し
て
、
平
成

2
6
年
度
補

正
予
算
、
平
成

2
7
年
度

当
初
予
算
に
お
い
て
、

地
方
創
生
関
連
補
助
金
等
に
加
え
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
事
業
費
に
よ
る
地
方
財
政
措
置
の

充
実
、
地
域
住
民
生
活
等
緊
急
支
援
の
た
め
の
交
付
金
（
地
方
創
生
先
行
型
）
が
措
置
さ
れ
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
地
方
版

総
合
戦
略
」
に
沿
っ
た
施
策
を
今
後
着
実
に
実
行
で
き
る

よ
う
、
地
方
創
生
予
算
全
体
を
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
特
に
、
新
型
交
付
金
の
創
設
に
際
し
て

は
、
地
方
創
生
関
連
補
助
金
等
や
地
方
財
政
措
置
と
の
役

割
分
担
を
明
確
に
し
、
平
成

2
8
年
度
予

算
に
向
け
て
、
概
算
要
求
段
階
か
ら
関
係
府
省
が
連
携
・

協
働
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

2 
平
成

27
年
度
の
地
方
創
生
関
連
予
算
基
礎
額
に

1
00

分
の

9
0
を
乗
じ
た
額
。
 

3 
平
成

27
年
度
の
地
方
創
生
関
連
予
算
基
礎
額
に
係
る
要
求
上
限
額
に

1
00

分
の

3
0
を
乗
じ
た
額
。
 

4 
関
係
府
省
の
そ

れ
ぞ
れ
の
要
求
・
要
望
に
当
た
っ
て
、
平
成

2
7
年
度
予
算
に
お
け
る
各
関
係
府
省
の
裁
量
的
経
費
に
対
す
る
割
合

が
、

0.
7％

以
上

の
場
合
は
、
金
額
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 



国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【想定される支援対象】
①先駆性のある取組
・官民協働や地域間連携、地方創生の事業推進主体の
形成、中核的人材の確保・育成
例）ローカル・イノベーション、ローカルブラン
ディング、日本版ＤＭＯ、生涯活躍のまち（日本
版ＣＣＲＣ）、小さな拠点 等

②既存事業の隘路を発見し、打開する取組(政策間連携)
・地方公共団体自身が既存事業の隘路を発見し、打開
するために行う取組

③先駆的・優良事例の横展開
・地方創生の深化のすそ野を広げる取組

○統一的な方針の下で関係府省が連携し、地方創生予算
への重点化により財源確保を行い、28年度において新
たな交付金を創設(「骨太の方針」「創生基本方針」)

○地方創生の深化に向けた地方公共団体の自主的・主体
的な取組を支援

○ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の
「縦割り」事業を超えた取組を支援

地方創生の深化のための新型交付金
２８年度概算要求額 各府省合計1,080億円【うち優先課題推進枠307億円】（新 規）

（事業費ベース 2,160億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○先駆的な取組等を後押しすることにより、地方におけ
る安定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、
まちの活性化など地方創生の深化の実現に寄与

期待される効果

具体的な
「成果目標

（ＫＰＩ）」
の設定

「ＰＤＣＡ
サイクル」
の確立



地方創生の深化のための新型交付金における先駆的な事業例

◆ローカルイノベーション

・明確な出口戦略の下、大学、研究機関、企業、金融機関等
の連携を促進し、日本型イノベーション・エコシステムの形成
や地域中核企業等への支援等を通じて地域の「稼ぐ力」を引
き出す取組を行う。

◆ローカルブランディング/ＤＭＯを核とした観光振興
・地域の農林水産業・観光等の成長産業化に向けて、必要な
人材・資金等を域外から呼び込むとともに、地域商社的な機
能を有した新たな推進体制の形成等を通じ、販路の開拓に
向けた環境整備を行う。

・広域観光戦略の実現に向け、多様な関係者の協働及び地
域間連携を引き出し、日本版ＤＭＯを確立する。

◆サービス生産性の向上等

・地域におけるサービス産業の生産性の向上のため、地域金
融機関、商工会議所等との連携強化を図る。また、事業者と
支援人材とのマッチング等を行う。

・対内直接投資の拡大に資するよう、地域におけるビジネス
環境の改善、新陳代謝や標準化の促進を図る。

◆地方創生推進人材の育成・確保

・今後、地域において、地方創生を担う様々なタイプの専門人
材が求められることから、産学官等と連携した、地方創生に向
けた取組の核となる人材の育成・確保を進める。

◆生涯活躍のまち（日本版CCRC）/移住促進

・生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）の創設により、高齢者の移
住・住み替え支援、就労、生涯学習、社会参加の確保や
地域コミュニティの形成に資する取組と併せて、地域への移
住を促進する施策を総合的に行う。

◆「小さな拠点」等によるコミュニティビジネスの活性化

・「小さな拠点」等を核に、生活機能の確保に加え、都市部と
の交流による観光誘致や地域資源の活用によるコミュニティ
ビジネスの活性化を図り、自立的な集落の実現を目指す。

◆コンパクト化と公共交通ネットワークの形成等

・一定の地域に人と企業を集積する「密度の経済」を実現する
ため、都市のコンパクト化や公共交通網の再構築、公共イン
フラや既存ストックの有効なマネジメントなどに資する取組の
連携の促進と、その戦略的な運営に取り組む。

◆地域ぐるみの働き方改革

・出生率向上の取組の一環として、20～30代の子育て世代の
雇用者等をターゲットとした長時間労働の見直しなど働き方
改革に官民が協働して取り組む。

※ 上記の事業例は現時点のものであり、今後、関係各府省庁の参画を得ながら、先駆的な事業例の具体化を進める。



「秋のレビュー」ご説明資料
地方創生関連事業（ローカル・イノベーション）

「地域経済循環の創造」の推進に要する経費

平成27年11月12日

総務省地域力創造グループ地域政策課



ローカル10,000プロジェクトによる地域経済好循環の仕組み
－地域経済循環創造事業の先行241事業にみる地域経済イノベーションサイクル－

地域金融機関
融資誘発効果

８7億円

地域経済循環
創造事業交付金

81億円

（自己資金等）
22億円

地元雇用創出効果

地元原材料活用効果

キャッシュフロー創出効果

投資効果

Ａ市（人口8.7万人）
㉕㉖６事業立ち上げ

Ａ市内に本店を置く
信用金庫

㉕㉖12事業立ち上げ
（A市及び近隣自治体と連携）

363億円（7年）
対交付金 4.5倍

703億円（7年）
対交付金 8.7倍

288億円（7年）

60億円（7年）

190億円（対交付金2.3倍）

うち、税創出効果

税引き後当期利益から
地域金融機関の資金回収

市町村が作成した創業支援事業計画を関係省庁が
横串で集中支援

（例）

自治体と地域金融機関
の密接な連携が必要

※交付決定時ベース。なお、初年度通年スタート
30事業中20事業がキャッシュフロー黒字（実績）。

地産地消型
3０％

域内他消型
（観光など）

3４％

地産他消型
（外部市場への販売）

3６％

交付対象事業の特色（241事業）

1



地域経済循環創造事業交付金の申請等の流れ

⑧融資

産学金官地域ラウンドテーブル
～それぞれの強みを活かして連携～

自治体

③事業計画の精査、
公益的外部効果の確認、

申請書類の作成

事業者

①事業計画素案の作成

②事業化
の相談

⑧初期投資
事業実施

⑨事業報告提出、
交付金支払

大学・研究機関等

研究成果、技術支援等
ノウハウの提供地域金融機関

④事業性審査
（プロジェクト・ファイナンス）

総務省

⑥外部有識者による審査

⑤交付申請
⑩事業報告提出、

交付金支払
⑦交付決定

事業立ち上げにより、地元雇用や地元原材
料を活用し、地元に資金を還元した上で、営
業活動によるキャッシュフローの黒字は見込め
るものの、初期の設備投資資金を地域金融
機関から全額引き出すのは難しい事業

↓
必要な初期投資額と地域金融機関の融資
可能額との差額を自治体が支援する場合、
総務省が自治体に交付金を交付
（交付金上限額5,000万円）

③融資可能額
の確認

【地域経済循環創造事業交付金予算額】
H26補正5.6億円、H27当初23.1億円

【交付決定状況】 241事業、80.9億円
・H24補正
・H25補正
＋H26当初

・H26補正
・H27当初①

： 67事業、21.8億円

：130事業、45.0億円
： 18事業、 5.6億円
： 26事業、 8.5億円

2



平成27年11月12日

経済産業省

地方創生関連事業
（ローカル・イノベーション）



創業支援事業計画の
認定を受けようとする市

区町村

認定申請

創業者

特定創業支援を受けた創業者創業希望者、創業後５年未満の者

連 携
市区町村 民間のノウハウを活用して創業を支援する事業者

（認定支援機関、経済団体、金融機関 等）

創業支援事業者

創業支援事業
特定創業支援事業

支援

【創業支援事業計画】の作成
市区町村と創業支援事業者（認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関、
士業、県センター、ＮＰＯ等）が行う創業支援事業について市区町村が計画を作成

国 経済産業大臣及び総務大臣が、創業支援事業実施指針（創業支援事業計画で策定すべき
内容等）を策定

ワンストップ相談窓口、マッチング支援、ビジネス
スキル研修、 専門家によるハンズオン支援 等

継続的な支援で、経営、財務、人材育成、
販路開拓の知識が全て身につく事業

○認定状況（※平成27年10月2日時点）→771市区町村/全国1,7４１市区町村

１.産業競争力強化法に基づく創業支援スキーム概要

1

日本再興戦略で「米国・英国レベルの開・廃業率１０％（現状約５％）を目指す」と
掲げられたことを受け、地域において創業支援を強化する環境整備を行うための法律を
制定した。



２.創業・第二創業補助金 概要

【補助対象者】 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」
【補助対象事業】 既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、

需要や雇用を創出する事業
【補助対象経費】 人件費、事業費（申請書類作成経費、店舗等借入費、旅費、

謝金等）、委託費
【補助上限】 ２００万円（※第二創業の場合は、１，０００万円）
【補助率】 ２／３

国

民間団体等
補助（定額）

補助（2/3）

創業者

支援スキーム
FY24補正 FY25補正 FY26補正 FY27

予算額 ２００億 ３８．５億 ４６億 ７．６億

採択
件数

６，２９９ ３，１２４ １，６６９ ７７５

要件・
加点要素

－ －

• 認定市区町村におけ
る創業を加点

• 特定創業支援事業を
受けた創業者を加点

• 認定市区町村における
創業を要件化

• 特定創業支援事業を
受けた創業者を加点 2

予算の経緯と採択実績

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画等と連携して、創業・第二創業を行う個人
を助成。
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